
○
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る
告
示 

（
平
成
二
十
四
年
六
月
十
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
百
四
十
四
号
） 

最
終
改
正 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
七
号 

電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
並
び
に
附
則

第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
並
び
に
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第

四
十
六
号
）
第
十
六
条
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
七
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。 

イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る
告
示 

（
賦
課
金
の
特
例
に
係
る
製
造
業
以
外
の
業
種
に
係
る
倍
数
） 

第
一
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
済
産
業
大
臣

が
定
め
る
数
は
、
製
造
業
に
係
る
電
気
の
使
用
に
係
る
原
単
位
の
平
均
で
あ
る
〇
・
六
二
に
八
を
乗
じ
て
得
た
四
・
九
六
を
、
製
造
業
以
外
の
業
種
に
係
る
電
気
の

使
用
に
係
る
原
単
位
の
平
均
で
あ
る
〇
・
三
七
で
除
し
て
得
た
三
十
七
分
の
四
百
九
十
六
と
す
る
。 

（
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
） 

第
二
条 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
四
年
経
済
産
業
省
令
第
四
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
条
の
五
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
定
め
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
次
条
に

基
づ
き
算
出
さ
れ
る
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
動
性
発
電
設
備
（
太
陽
光
発
電
設
備
及
び
風
力
発
電
設
備
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
一
キ
ロ
ワ

ッ
ト
時
当
た
り
一
円
と
す
る
。 



３ 
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
動
性
発
電
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス

料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
五
銭
と
す
る
。 

４ 

前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
動
性
発
電
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス

料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
変
動
性
発
電
設
備
の
運
転
開
始
日
（
認
定
事
業

者
が
市
場
取
引
等
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
供
給
を
開
始
し
た
日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
属
す
る
期
間
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す

る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
銭 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円 

５ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
動
性
発
電
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス

料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
変
動
性
発
電
設
備
の
運
転
開
始
日
が
属
す
る
期

間
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
が
、
当
該
費
用
に
相
当
す
る
額
の
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
を
放
棄
す
る
場
合
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
八
十
銭 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
八
十
六
銭 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
円 

６ 

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
変
動
性
発
電
設
備
か
ら
供
給
さ
れ
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス

料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
の
目
安
の
額
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
変
動
性
発
電
設
備
の
運
転
開
始
日
が
属
す
る
期



間
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
認
定
事
業
者
が
、
当
該
費
用
に
相
当
す
る
額
の
供
給
促
進
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
権

利
を
放
棄
す
る
場
合
は
、
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
以
前 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
七
十
銭 

令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
七
十
三
銭 

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
八
十
三
銭 

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
円 

（
特
定
契
約
電
気
事
業
者
が
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
費
用
） 

第
三
条 

施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
に
第
二
号
に
掲
げ
る
電
気
の
量
を
乗
じ
て
得
た

額
（
そ
の
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
）
と
し
、
出
力
の
抑
制
が
代
理
で
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
出
力
の
制
御
を
実
施
す
る
旨
と
そ
の
時
間
帯
の
通
知
を

当
該
抑
制
の
前
日
に
受
け
た
認
定
事
業
者
が
、
当
該
時
間
帯
に
お
い
て
そ
の
認
定
発
電
設
備
を
用
い
て
発
電
し
、
及
び
供
給
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
つ

い
て
、
当
該
電
気
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
電
気
事
業
者
又
は
電
気
事
業
者
か
ら
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
卸
供
給
を
受
け
る
小
売
電
気
事
業
者
若
し
く
は

登
録
特
定
送
配
電
事
業
者
が
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
費
用
と
し
て
追
加
的
に
負
担
す
る
こ
と
と
な
る
費
用
も
同
様
と
す
る
。 

一 

変
動
性
発
電
設
備
及
び
非
変
動
性
発
電
設
備
（
水
力
発
電
設
備
、
地
熱
発
電
設
備
及
び
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
ご

と
に
イ
に
掲
げ
る
額
に
ロ
及
び
ハ
に
掲
げ
る
値
を
乗
じ
て
得
た
額
（
以
下
「
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
」
と
い
う
。
） 

イ 

卸
電
力
取
引
所
（
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
九
十
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
卸
電
力
取
引
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
開
設
す

る
翌
日
市
場
（
電
気
事
業
法
第
九
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
翌
日
市
場
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
三
十
分
を
単
位
と
す
る
各
時
間
帯

（
以
下
単
に
「
時
間
帯
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
一
般
送
配
電
事
業
託
送
供
給
等
約
款
料
金
算
定
規
則
（
平
成
二
十
八
年
経
済
産
業
省
令
第
二
十
二
号
）
第

一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
料
金
か
ら
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
四
に
規
定
す
る
回
避
可
能
費
用
単
価
を
控
除
し
た
額 



ロ 

各
時
間
帯
に
お
い
て
、
発
電
用
の
電
気
工
作
物
（
特
定
契
約
及
び
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
電
気
を
供
給
す
る
事
業
の
用
に
供
さ
れ
る
変
動
性
発
電
設
備
又

は
非
変
動
性
発
電
設
備
に
限
る
。
）
を
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
者
（
以
下
「
維
持
運
用
者
」
と
い
う
。
）
が
あ
ら
か
じ
め
一
般
送
配
電
事
業
者
に
申
し
出
た

電
気
の
量
（
以
下
「
計
画
電
気
量
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
が
当
該
維
持
運
用
者
か
ら
受
電
し
た
当
該
発
電
用
の
電
気
工
作
物
の
発
電

に
係
る
電
気
の
量
（
以
下
「
受
電
電
気
量
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
電
気
の
量
を
、
当
該
一
般
送
配
電
事
業
者
の
供
給
区
域
に
お
け
る
特
定
契
約
又
は
一
時

調
達
契
約
を
締
結
し
て
い
る
電
気
事
業
者
ご
と
の
受
電
電
気
量
と
計
画
電
気
量
と
の
差
を
全
て
の
当
該
事
業
者
で
合
計
し
た
値
で
除
し
た
値 

ハ 

各
時
間
帯
に
お
い
て
、
全
国
に
お
け
る
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
を
締
結
し
て
い
る
電
気
事
業
者
ご
と
の
計
画
電
気
量
と
受
電
電
気
量
の
差
を
全
て
の

当
該
電
気
事
業
者
で
合
計
し
た
値
を
、
全
国
に
お
け
る
全
て
の
当
該
電
気
事
業
者
の
受
電
電
気
量
で
除
し
た
値 

二 

各
時
間
帯
に
お
い
て
、
各
電
気
事
業
者
が
特
定
契
約
及
び
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
量 

２ 

施
行
規
則
附
則
第
十
二
条
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第
二
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
一
号
イ
中
「
第
十
三
条
の
三
の
四
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
四
」
と
す
る
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
契
約
に
基
づ
き
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ
ラ

ン
ス
リ
ス
ク
単
価
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
十
六
銭
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
銭
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
契
約
に
基
づ
き
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る

イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
は
、
変
動
性
発
電
設
備
及
び
非
変
動
性
発
電
設
備
の
い
ず
れ
も
零
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
契
約
に
基
づ
き
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
イ
ン

バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
四
銭
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
銭
と
す
る
。 

６ 

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
契
約
に
基
づ
き
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ

ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
七
銭
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
二
銭
と
す
る
。 



７ 
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
定
契
約
に
基
づ
き
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
イ
ン
バ

ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
四
銭
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
二
銭
と
す
る
。 

（
特
定
契
約
電
気
事
業
者
が
周
波
数
制
御
、
需
給
調
整
そ
の
他
の
系
統
安
定
化
業
務
に
必
要
と
な
る
電
源
等
の
能
力
を
確
保
す
る
た
め
の
費
用
を
追
加
的
に
負
担
す

る
費
用
） 

第
四
条 

特
定
契
約
に
基
づ
き
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第
三
号
に
規
定
す

る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と
し
、
非
変
動
性

発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
四
十
一
銭 

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
一
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
九
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
四
銭 

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
三
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
九
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
十
七
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
十
九
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
十
五
銭 

沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
十
六
銭 

２ 

特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第

三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と



し
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
円
十
二
銭 

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
四
十
八
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
十
四
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
三
十
三
銭 

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
十
三
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
七
十
九
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
十
三
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
三
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
六
銭 

沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
六
十
八
銭 

３ 

特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第

三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

し
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
七
十
六
銭 

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
四
十
七
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
六
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
円
六
銭 



北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
五
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
四
円
八
十
三
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
七
十
七
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
五
十
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
九
十
五
銭 

沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
三
十
七
銭 

４ 

特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第

三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

し
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
十
六
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
十
九
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
十
七
銭 

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
七
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
五
十
一
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
五
十
五
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
八
十
八
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
六
十
一
銭 



沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
円
三
十
八
銭 

５ 

特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第

三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
と

し
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
三
十
一
銭 

東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
七
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
九
十
五
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
四
十
五
銭 

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
一
銭 

沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
十
九
銭 

６ 

特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
調
達
し
た
電
気
に
係
る
施
行
規
則
第
十
三
条
の
三
の
三
第

三
号
に
規
定
す
る
経
済
産
業
大
臣
が
定
め
る
額
は
、
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
電
気
事
業
者
ご
と
に
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
額

に
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
加
え
て
得
た
額
と
し
、
非
変
動
性
発
電
設
備
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭
と
す
る
。 

北
海
道
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
十
七
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 



東
北
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
八
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
十
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

中
部
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

北
陸
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

関
西
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

中
国
電
力
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
二
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

四
国
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
零
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

九
州
電
力
送
配
電
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
七
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

沖
縄
電
力
株
式
会
社 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時
当
た
り
八
十
四
銭 

一
月
当
た
り
零
銭 

７ 

出
力
の
抑
制
が
代
理
で
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
出
力
の
制
御
が
見
込
ま
れ
る
旨
と
そ
の
時
間
帯
の
通
知
を
当
該
抑
制
の
前
日
に
受
け
た
認
定
事
業
者
が
、
当

該
時
間
帯
に
お
い
て
そ
の
認
定
発
電
設
備
を
用
い
て
発
電
し
、
及
び
供
給
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
つ
い
て
、
当
該
電
気
の
供
給
を
受
け
る
こ
と
に
よ

り
、
電
気
事
業
者
が
、
当
該
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
を
設
置
す
る
場
所
を
そ
の
供
給
区
域
と
す
る
一
般
送
配
電
事
業
者
の
周
波
数
制
御
、
需
給
調
整
そ
の

他
の
系
統
安
定
化
業
務
に
必
要
と
な
る
電
源
等
の
能
力
を
確
保
す
る
た
め
の
費
用
を
追
加
的
に
負
担
す
る
場
合
の
平
均
費
用
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
を
準
用
す

る
。 

（
定
額
制
供
給
の
電
気
の
量
の
算
定
方
法
） 

第
五
条 

施
行
規
則
第
二
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
定
額
制
供
給
の
電
気
の
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
定
額
制
供
給
に
係
る
契
約
の
種
別
ご
と
に
、
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
計
算
式
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

定
額
電
灯
（
電
灯
） 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

三
百
八
十
八
・
四
時
間 

定
額
電
灯
（
小
型
機
器
） 

契
約
個
数×

二
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時 



公
衆
街
路
灯 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

三
百
八
十
八
・
四
時
間 

農
事
用
電
灯 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

三
百
八
十
八
・
四
時
間 

臨
時
電
灯 

契
約
灯
個
数×

四
十
キ
ロ
ワ
ッ
ト
時 

農
事
用
電
力
（
脱
穀
調
整
） 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

百
時
間 

農
事
用
電
力
（
育
苗
栽
培
） 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

三
百
六
十
時
間 

臨
時
電
力 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

二
百
時
間 

深
夜
電
力 

契
約
キ
ロ
ワ
ッ
ト×

二
百
時
間 

（
注
）
定
額
電
灯
（
小
型
機
器
）
及
び
臨
時
電
灯
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
計
算
式
に
代
え
て
、
電
気
の
需
要
設
備
の
電
力
の
需
要
に
応
じ
、
「
契
約

キ
ロ
ワ
ッ
ト×

下
欄
に
掲
げ
る
計
算
式
を
勘
案
し
て
算
定
さ
れ
る
当
該
需
要
設
備
の
平
均
的
な
使
用
時
間
」
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

附 

則 

（
平
成
二
四
年
八
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
九
四
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
四
年
九
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
五
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
八
二
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
五
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
二
五
号
） 



こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
五
年
五
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 
（
平
成
二
五
年
六
月
二
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
六
三
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
五
年
七
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
五
年
八
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
九
三
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
五
年
九
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
六
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
六
年
四
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
九
三
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
六
年
五
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



附 

則 

（
平
成
二
六
年
六
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
四
二
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
六
年
六
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
六
年
一
〇
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
一
七
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
六
年
十
一
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交

付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
七
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
七
年
五
月
二
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
二
四
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
〇
七
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な



お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 
則 

（
平
成
二
八
年
五
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
七
〇
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
六
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
七
月
二
二
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
〇
四
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
八
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
二
四
八
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
九
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
六
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
二
九
年
八
月
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
八
三
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
二
十
九
年
八
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付



金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 
則 
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
四
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金

の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

改
正
文
・
附
則 

（
平
成
三
〇
年
六
月
二
六
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
一
九
号
） 

抄 

① 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

② 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
三
十
年
七
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
七
六
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付

金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
二
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
六
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の

額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 



改
正
文
・
附
則 

（
令
和
二
年
九
月
三
〇
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
九
五
号
） 

抄 

① 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

② 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
二
年
十
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金

の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
七
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
三
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の

額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
お
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
四
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
六
八
号
） 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
四
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電

気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
五
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
五
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係

る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
五
年
一
一
月
六
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
三
三
号
） 



こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
十
一
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 
則 

（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
経
済
産
業
省
告
示
第
五
八
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
六
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係

る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
六
年
九
月
一
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
五
一
号
） 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
適
用
） 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る
告
示
第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

附 

則 

（
令
和
七
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
四
〇
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係

る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

附 

則 

（
令
和
七
年
九
月
一
八
日
経
済
産
業
省
告
示
第
一
三
七
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



２ 
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
イ
ン
バ
ラ
ン
ス
リ
ス
ク
単
価
等
を
定
め
る
告
示
第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の

利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
す
る
。 

附 
則 
（
令
和
八
年
三
月
三
一
日
経
済
産
業
省
告
示
第
三
七
号
） 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
電
気
事
業
者
が
令
和
八
年
四
月
一
日
以
後
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

電
気
に
係
る
交
付
金
の
額
の
算
定
か
ら
適
用
し
、
電
気
事
業
者
が
同
日
前
に
特
定
契
約
又
は
一
時
調
達
契
約
に
基
づ
き
調
達
し
た
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
に
係

る
交
付
金
の
額
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


